
４ 交付申請等の手続きに
関する留意事項

資料：事業実施の背景（会場表示）

にいがた安心こむすび住宅推進事業

令和８年度 事業者説明会

25



手引き 表紙

POINT

・事業者登録の申請期間は通年

・補助金の交付申請期間は
令和８年１２月１８日（金）まで

注

26

お手元に「手引き」
をご用意下さい
画面では変更点や注意点
なども表示します

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



14

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P19（事業スケジュール）
3月2月R9.1月12月11月10月9月8月7月6月5月R8.4月

県

買取再販
事業者

子育て
世帯等

交付申請（R8.4.1～R8.12.18）
工事期間・実績報告（R8.4.1～R9.3.31）

R9.3.31
実績報告期限

交付決定後から
販売活動開始

（事業者登録）
随時 交付決定

空き家取得→設計 → 交付決定後、順次工事着手

（事業者登録申請）
随時 交付申請

事業者登録受付（R8.4.1～R9.3.31） ※既に登録済の事業者は手続き不要

交付申請受付（R8.4.1～R8.12.18）

並行して受付可能

R7年度より継続実施

連携したこむすび住宅ＰＲ
連携した関連施策のＰＲ

（通年）

第１回協議会
（夏）

第２回協議会
（冬）

県民向け周知・情報発信の強化（通年）

受付け期間は、
R8.12.18(金)
まで

27



手引き P１（目次）

・第１章 事業の概要
９ 事務フロー（リノベーション完成後販売）
10 事務フロー（リノベーションプラン付き販売）

・第３章 事業の実施
６ 中止・廃止承認申請

・第４章 物件の販売
２ 売買契約報告
３ 入居完了報告

・第５章 その他
４ 使用するこむすび住宅のロゴマーク

POINT

新

28

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P２（更新履歴・凡例）

（更新履歴）
手引きを更新した際は、表に
更新の概要を記載

（凡例）
赤字：特に留意いただきたい事項
緑字：質疑等を反映した参考・

アドバイス

POINT

29

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P３（はじめに）

・手引きは要綱・要領を解説・補足し
たもの

・正式な情報は要綱・要領を確認して
ください（HPより入手可）

POINT

30

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P５（第１章 対象住宅の要件）

・事前に取得していた空き家でもOK

・既存住宅状況調査は第三者（自社以
外）による実施が必要

・住宅瑕疵担保責任保険法人が現場検
査を実施する場合は、省略可

・瑕疵担保の検査基準を満たしている
ことは、既存住宅状況調査報告書に
より確認（購入者が希望すれば保険
に入れ入る状況で販売する）

・住宅瑕疵担保責任保険法人が現場検
査を実施する場合は、検査適合証を
添付することで要件を満たすことが
できる

・R7.4.1建築基準法改正に伴い大規模
リフォームは確認申請が必要な場合
があるので注意

POINT

31

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P６（第１章 販売の要件）

32

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

POINT
拡充２新

・交付申請時に、実施する
いずれかの販売方法を
選択すること。



手引き P６、P７（第１章 販売の要件）

33

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

POINT
拡

・令和８年度からは、
工事完了前であって
も契約が可能

・90日を経過した場合
はいずれかの手続き
が必要

拡充２



手引き P10（第１章 補助対象経費・金額）

・こむすび住宅基準に適合させるため
の改修工事、瑕疵保険の検査基準に
適合させるための補修工事等が対象

・事業要件は改修工事後の既存住宅調査
だが、工事前に任意で実施した調査も
補助対象としてよい

・物件の広報費用も対象
（動画やＰＲ記事の作成費用も対象）
・良い広報事例は協議会でも共有して
いきたい

・他物件と切り分け不可の費用はＮＧ

POINT

34

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



DとEのう
ち小さい額

(補助対象額)

E 
補助上限額

D
(BｘC）

C
補助率

B 補助対
象事業費

A 事業費
総額

補助対象

3,000,0001/2
①-1こむすび住宅
スタンダード基準
適合に係る改修費用

3,500,0003,500,00010,000,000
①-2こむすび住宅
プラス基準適合に
係る改修費用

3,000,0003,000,0003,500,0001/27,000,000

こむすび住宅
スタンダード
基準適合に係る
改修費用分

500,000500,000550,0001/21,100,000

必須項目5）
から7)適合
に係る改修
費用分（加算）

（１）補助対象額（税抜で記載してください）

こむすび住宅プラス基準における「補助額の計算方法」について

補助対象事業費は、「こむすびSTD基準適合に
係る改修費」と「必須項目５）から７）適合に
係る改修費」を分けてください。

Excel
自動計算

黄色のセル
手入力

35

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P11（こむすび＋基準における留意事項）
拡充１



手引き P13（第１章 こむすび住宅基準・必須）

POINT

・交付申請時に、適合させる
「こむすび住宅基準」を選択すること

・延床面積が100㎡未満の場合は、庭や
テラス等の子育てに有効と県が認める
スペースと合わせて100㎡以上とする
ことが望ましい。

36

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

拡充１
新



手引き P14（第１章 こむすび住宅基準・必須）

POINT

・新耐震でもさらに安全性を向上する
ための補強工事は補助の対象

・「こむすび住宅プラス基準」適合の
場合のみ、５）～７）も必須

37

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

拡充１



38

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P15（こむすび住宅プラス基準・必須）

拡充１



39

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P15（こむすび住宅プラス基準・必須）

拡充１



40

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P15（こむすび住宅プラス基準・必須）

拡充１



41

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P16（こむすび住宅プラス基準・必須）

拡充１



42

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P16（こむすび住宅プラス基準・必須）

拡充１



（注意事項）
必須項目と選択項目の重複は不可

43

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P17（第１章 こむすび住宅基準・選択）



その他事業者提案の項目について
過去の実例を参考例として記載

44

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P18（第１章 こむすび住宅基準・選択）



手引き P20（リノベーション完成後販売）

POINT

拡

変

変

・交付決定後、物件の販売・契約が可能

・契約後速やかに「売買契約報告」を
すること

・２年経過後に契約でも報告は必要

・入居後（住民票の移転後）速やかに
「入居完了報告」をすること

45

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



POINT
新
・交付決定後、「リノベプラン付き」
で物件の販売活動を開始

・契約後速やかに「売買契約報告」を
すること

・リノベプラン付き販売で、交付決定から
90日経過の場合、原則として変更承認申請
による販売方法の変更か廃止承認申請が必要

・引渡しが完了し、入居後(住民票の移転
後)速やかに「入居完了報告」をすること

46

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P21（リノベーションプラン付き販売）

拡充２

注



・円滑な手続のために「事前相談」
「下提出」の活用をお願いします

・事務局連絡先は「登録」と同じ
電話は「月･水･金」受付

・受付は先着順、予算上限に達した時
点で受付を終了します

・複数件の申請や、同じ年度に複数回
の申請も受付可能（申請状況により
件数を調整させて頂く場合あり）

手引き P25（第３章 事業の実施・交付申請）

POINT

47

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P26（第3章 交付申請書類）

・計画事業の概要
（様式第１号別紙２）
→ 右半分は自由に表現可
→ 別紙追加（様式任意）も可

・県のHPで公表するため個人情報は
記載しない

（住所は○○市○○町○丁目まで）

POINT

48

注

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



49

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P27（提出する工事内訳書の記載例）



手引き P27（第３章 交付決定の通知）

・補助金の交付申請期間は
令和８年１２月１８日（金）まで

・原則として、令和８年度中に工事完了
することが必要

（令和８年度中に終わらないやむを得な
い理由がある場合は別途協議）

・交付決定通知日以前に実施した工事
は補助の対象とならない

・工事後の報告時に、日付を写し込ん
だ工事前写真を提出する必要がある
ので、撮り忘れに注意

POINT注

50

注

注

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P28（第３章 変更承認申請）

51

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P29（第３章 中止・廃止承認申請）

（参考）
・中止承認申請と廃止承認申請の使い分け

52

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P30（第３章 完了実績報告書類）

・完了事業の概要
（様式第５号別紙２）

・計画事業の概要を時点更新して作成
→ 右半分は自由に表現可
→ 別紙追加（様式任意）も可
→ 事業前後の比較写真も貼付

注）着工前写真
公表用として使用するため着手日
確認用の新聞等が写る写真とは別に
対象が隠れていない写真を用いて
ください。

（注）
・県のHPで公表するため個人情報は
記載しない

（住所は○○市○○町○丁目まで）

POINT
注

53

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



54

どの様な書類を作ればよいか問い合わせが
多かったため、記載例を掲載

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P30（販売予定価格の確認書類）



売買契約後の手続きの変更

【R7年度】

販売完了報告書

【R８年度～】

売買契約報告書 入居完了報告書

【改正点】
正式に、２段階に分けて報告

契約した時点で電話等で一報
いただき、入居完了後、
「販売完了報告書」を提出。

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

55



手引き P33（第4章 売買契約報告）

56

・契約前に「こむすび住宅の
制度に関する事項」につい
ては、十分説明を行った上
で契約を締結すること

POINT

注

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

・プラン付き販売において、
契約の変更が生じた場合は、
その都度報告すること

注
拡充２



POINT

57

・販売に係る同意書が必要

【リノベ完成後販売】
→工事完了後の物件の契約時
に同意書にサインをいただく
ことを想定

【リノベプラン付き販売】
→工事完了後の物件の引き渡し
時に同意書にサインをいただ
くことを想定

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

手引き P33（第4章 入居完了報告）

注 拡充２



販売に係る同意書（様式第７号別紙１）

・完了実績報告時の情報により記載

POINT

58

【工事完了後でないと説明できない事項】
５）既存住宅状況調査の結果
６）既存住宅売買瑕疵保険の検査基準を満た

していること
７）維持保全計画

【工事完了前であっても契約時に説明すべき事項】
１）こむすび住宅推進事業の補助金を受けた

住宅であること
２）こむすび住宅の基準に適合していること、

基準適合のために配慮・工夫している事項
３）改修費補助相当額を差し引いた販売価格で

あること
４）販売対象が子育て世帯又は若者夫婦世帯で

あること

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P34（広告に関する注意事項）

注

・広告時は「二重価格」にご注意

・子育て世帯等への限定販売で
あること及び値引き後の価格のみ
表示してください。

59

POINT

・広告を行う際は、使用する
「こむすび住宅のロゴマーク」
を使い分けてください。
・交付決定時に、ロゴマーク、
のぼり旗、チラシなどを提供
します。

注

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

拡充１



手引き P35（他事業との併用に関する注意事項）

60

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



手引き P35（販促物品の提供）

61

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項

こむすび住宅の積極的なPRを
お願いします！



手引き P36（第５章 質問票）

・事業に関する質問などがあれば、
この様式を使って事務局のほうに
メールにて質問を送ってください。

・問い合わせの多い事項については、
今回の緑字のように、手引きに直接
補足する形で対応いたします。

POINT

ご清聴ありがとう
ございました！

62

４ 交付申請等の手続きに関する留意事項



新潟県 と 住宅金融支援機構 が
安全・安心な子育て世帯向け住宅の流通の促進のため連携

詳しくは裏面へ

金利引下げ【住宅金融支援機構】

（子育て支援）

※ 補助制度には予算金額が設定されており申請期間内であっても、予算額
を超える申請があった日をもって受付を終了します。

対象となる補助事業 金利引下げ

にいがた安心こむすび
住宅推進事業補助金

当初10年間
年▲1.0％※

助成金【新潟県】

にいがた安心こむすび住宅推進事業補助金

※ 対象住宅で、子ども（借入申込年度の４月１日において18歳未満）が１人
または若年夫婦世帯（夫婦のいずれかが借入申込年度の４月１日において40歳未満）の場合

【フラット３５】地域連携型のお問合せ

048-658-5677

地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による
財政的支援とあわせて【フラット３５】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。

※ 【フラット３５】地域連携型には予算金額があり、予算金額に達する
見込みとなった場合は、受付を終了させていただきます。

にいがた安心こむすび住宅推進事業補助金のお問合せ

☎お電話でのお問合せ先
新潟県 土木部 都市局 建築住宅課 街並み推進係

☎お電話でのお問合せ先
住宅金融支援機構 首都圏業務第二部
営業グループ 025-280-5442

中古住宅



にいがた安心こむすび住宅推進事業補助金では
○対象となる安心こむすび住宅の基準を満たすリノベ住宅が【フラット35】リノベ（Bプラン）の要件を満たし
○申請者が子育て世帯、若者夫婦世帯で【フラット35】子育てプラスの要件を満たすことから

少なくとも、6ポイント を獲得

住宅金融支援機構が提供する住宅ローン

返済額の比較 １〜５年目 ６〜10年目 11年目以降

0.950％
約5.6万円／月

1.950％
約6.4万円／月

2.950％
約7.2万円／月

1.49%
約6.1万円／月

2.49％
約6.9万円／月

1.17％
約9.4万円／月

2.17％
約9.8万円／月

変動型

変動型︓令和８年４月の都銀等５機関の中央値（優遇後）、５年後・10年後に1.0%ずつ上昇として計算
【フラット３５】、【フラット２０】︓令和８年４月最頻金利、『８ポイント』の金利引下げの場合

住宅ローン返済額のシミュレーション 借入額︓2,000万円

１Ｐ ５Ｐ

２Ｐ ６Ｐ

３Ｐ ７Ｐ

４Ｐ ８Ｐ

当初５年間 ６〜10年目

当初10年間 年1.0％引下げ
【フラット35】借入金利から

年▲0.25％

年▲0.50％

年▲0.75％

年▲1.00％

の場合 ＋１ポイント
【フラット35】リノベ（Aプラン）

の場合 ＋２ポイント

さらに…

■【フラット35】リノベ（Bプラン）
■【フラット35】子育てプラス
■【フラット35】中古プラス
■【フラット35】地域連携型

（35年元利均等返済）

（35年元利均等返済）

（20年元利均等返済）

例）断熱等性能等級４、かつ、一次エネルギー消費量
等級６の住宅（省エネ設備取換えなどの工事実施）

２０２６年４月現在






